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千代田区議会議長秋谷こうき様

都市計画審議会による「二番町地区地区計画の変更」の附帯決議の

優先事項の確認と、実効性ある実施を議会から区に求めていただく陳情

「二番町地区地区計画変更」が行われた場合、令和6年3月26日、都市計画審議会が同変更につい

て決議した附帯決議については「前提となること・建ててからでは修正不可能となる以下優先事項」

から取りかかるよう、議会から執行機関に要請していただきたく、陳情いたします。

優先すべき項目は以下です。

①「地区計画の決定事項である高さや容積率はそれぞれその上限を定めたものであり、事業者が地

区の要望を受け止めて上限に対してゆとりを持った計画内容とすることを妨げるものではないの

で、今後の建築物の設計段階においてその可能性について事業者と十分に協議すること。」

②「事業の具体化に当たっては、地区内の融和に向けて事業者・関係住民・関係機関(3月26日

の都市計画審議会で、具体的には、教育機関を指すと説明された)などとともに真塾な努力を重

ねること。」

③「全ての関係者がこの問題に関し前向きに話し合える場づくりに協力すること」
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以上のうち、特に①については、就業者数が何千人、来訪者を含めると1万人にもなる恐れがあり、

交通量、風量、公共交通機関・緊急車両への影響を試算し、上限の中での適正な高さや容積率の割り

出しが求められます。都市計画審議会の専門家からも「高さ80mは所与ではない、容積率700%を認

めたということではない」と発言されています。

5月24日の環境まちづくり委員会では区側から、環境への影響調査の計画はなく、「広場の使い方」、

「入居テナントの要望」を聞くとか、話し合いの場には市ケ谷周辺関係者も含むとの答弁がありまし

た。まず話し合うべき課題は①です。同時に、⑦X③は計画提案者である区、事業者、懸念を示した関

係者の三者で構成することを強く要望いたします。

今回の地区計画変更の意見書では住環境の変化への懸念が最大の論点であり、

ありました。商業地域である市ケ谷周辺を含むことは二番町問題の意見対立、

ながります。

尚、「日本テレビ通り全体のまちづくり方銑の早期策定」は「なお書き」であ

ん。また、エリアマネジメント事業は、「地区計画によって確保された地区施設の管理運営」について

のことあり、「日本テレビ通り全体」に関わるものではないことの確認をお願いします。秋葉原、日比

谷などのエリアマネジメント事業先行地区と二番町周辺はまったく事情・争点が異なります。

都市計画審議会が附帯決議で千代田区に要請している事項を、執行機関がその精神・背景を正しく理

解し、優先事項を確認し実効性ある実施をするよう、執行機関に強く求めるよう、陳情いたします。
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